
第１７回死因究明等検討会 

平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 １ 日 
資料１ 

診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業 概要 

１ 実施主体 

厚生労働省の補助事業として（社）日本内科学会が実施 

２ 目 的 

診療行為に関連した死亡について原因を究明し、適切な対応策を立て、それを医

療関係者に周知することによって医療の質と安全性を高めていくとともに、評価結

果をご遺族の皆様及び医療機関に提供することによって医療の透明性の確保を図

ることを目的としています。 

３ 背 景 

医療の質と安全性を高めていくためには、診療行為に関連した死亡について、解

剖所見と専門的な調査分析とに基づき、診療上の問題点と死亡との因果関係ととも

に、同様の事例の再発を防止するための方策が専門的・学際的に検討され、広く改

善が図られることが肝要です。 

４ モデル事業の対象 

診療行為に関連した死亡について、死因究明と再発防止策を中立な第三者機関に

おいて専門的、学際的に検討するのが適当と考えられる場合です。 

なお、警察に届け出られた事例についても、司法解剖とならなかった場合にはモ

デル事業の対象となることがあります。 

５ 実施地域 

現在、下記 10 地域で実施中です。 

・ 札幌（札幌市、小樽市、石狩市、江別市、岩見沢市、北広島市、恵庭市、千歳

市内の医療機関） 

・ 宮城（宮城県内の医療機関） 

・ 茨城（茨城県内の医療機関） 

・ 東京（東京都内の医療機関） 

・ 新潟（新潟県内の医療機関） 

・ 愛知（愛知県内の医療機関） 

・ 大阪（大阪府内の医療機関） 

・ 兵庫（西区と北区を除く神戸市内の医療機関） 

・ 岡山（岡山県内の医療機関） 

・ 福岡（福岡県内の医療機関） 
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地域事務局

中央事務局

医療機関 ご遺族
同意2

事業説明1

8
評価結果
報告

9
公表

評価結果
報告

支援・助言

7
分析・評価

事業の運営

5
解剖

4
受付

6
調査の実施

3
調査依頼

モデル事業

※地域毎の手続きの詳細については、それぞれのモデル地域事務局にご確認ください。

モデル事業の窓口担当者：総合調整医、調整看護師

国民・関係機関
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以上６ヶ月を目途に解剖結果報告書・評価結果報告書を作成し、ご遺族・依頼医療機関
に説明会を実施いたします。

注）  ・学会協力医に対する協力依頼は、学会地域統括責任者または、総合調整医から行ないます。
　　　協力の詳細については、事前に連絡いたします。
　　 ・通常は評価医（外科系・内科系）あるいは総合調整医が評価委員長を務めます。
　　 ・これらは標準的な取扱いであり、地域によっては取扱いが異なる場合があります。

① 解剖担当医（法医・病理医）
・解剖執刀医は「解剖結果報告書（暫定的な案）」を作成します。
　　　肉眼所見と問題点、できれば死因（疑）・・・・・・・・解剖日から２週間以内目途
・解剖結果報告書（案）を作成します。
　　　臨床立会医との議論 組織検査等の結果 ・・・・・・・・・・解剖日から１ヶ月目途
・地域評価委員会に出席し、その検討を踏まえ最終解剖結果報告書作成します。　

② 臨床立会医（当該事例と関連する診療科の医師・学会認定専門医を想定）
・解剖に立会い、解剖結果報告書（案）の作成に携わります。また必要に応じ地域評価委
員会に出席し、死因の原因究明と診療行為に関する評価を行ないます。

③ 第１臨床評価医（当該事例と関連する診療科を専門とする医師・学会評議員を想定）
・解剖結果報告書（案）、診療録、画像等をもとに評価結果報告書（案）を作成します。

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・1.5 ヶ月目途
・地域評価委員会に出席し、死因の原因究明と診療行為に関する評価を行ないます。

④ 第２臨床評価医（同上）
・第１臨床評価医を補佐し評価結果報告書（案）修正・加筆を行ない、地域評価委員会
に出席し、死因の原因究明と診療行為に関する評価を行ないます。ただし、地域によ
り置かない場合がある。

⑤ 評価医（内科系・外科系）
・地域評価委員会において、より客観的な見地から当該事例の医学的評価を行ないます。

⑥ 法律家等
・解剖結果報告書（案）、評価結果報告書（案）をもとに公平性、公明性を配慮して評価
委員会において死因の原因究明と診療行為に関する評価を行ないます。

解 剖

評 価

説 明

協力医の役割

4 診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業
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法医 病理医 臨床
立会医

解剖結果報告書
（案）

解 剖

依頼医療機関
ご遺族総合調整医

評価医等

説 明 説 明

第1評価医 第2評価医 臨床評価医
（外科系・内科系）

総合調整医 解剖医
法医・病理医・
臨床立会医

法律家等
地域評価委員会

解剖結果報告書

評価結果報告書

（ ）

受付からの目標時間 3～4週

受付からの目標時間 2～5ヶ月

受付からの目標時間 6 ヶ月
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